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地方独立行政法人 静岡県立病院機構 
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ともにつくる 信頼と安心の医療 

 

 

 

この地方独立行政法人は、静岡県における保健医

療施策として求められる高度又は特殊な医療の提

供、地域医療の支援等を行うことにより、県内医療

水準の向上を図り、もって県民の健康の確保及び

増進に寄与することを目的とする 
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Ⅰ 機構の概要 （平成 2８年 4 月 1 日現在） 

 

１ 名 称 

地方独立行政法人静岡県立病院機構 

 

２ 所 在 地 

静岡市葵区北安東四丁目27番1号 

 

３ 法人の設立年月日 

平成21年4月1日 

 

４ 設立団体 

静岡県 

 

５ 目 的 

静岡県における保健医療施策として求められる高度又は特殊な医療の提供、地域医療の支援等を行うことに

より、県内医療水準の向上を図り、もって県民の健康の確保及び増進に寄与する。 

 

６ 業 務 

 

（１）病院の名称及び所在地  

名 称 所 在 地 

静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東 

静岡県立こころの医療センター 静岡市葵区与一 

静岡県立こども病院 静岡市葵区漆山 

 

（２）業務の範囲 

・医療を提供すること。 

・医療に関する調査及び研究を行うこと。 

・医療に関する技術者の研修を行うこと。 

・医療に関する地域への支援を行うこと。 

・災害等における医療救護を行うこと。 

・及び上記の附帯業務。 

 

７ 資本金の額 

６，８２２，７３３，４６９円 

 

８ 代表者の役職氏名 

理事長 田 中 一 成 
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９ 役 員 

 

役 員 名 区 分 氏 名 

理 事 長 常 勤 田  中   一  成 

副 理 事 長 常 勤 宮 城 島  好 史 

理 事 常 勤 村  上   直  人 

理 事 常 勤 瀨  戸   嗣  郎 

理 事 非 常 勤 柏  崎   順  子 

理 事 非 常 勤 櫻  井     透 

理 事 非 常 勤 椎  名   正  樹 

理 事 非 常 勤 星    野      希 代 絵 

監 事 非 常 勤 小  池     賢 

監 事 非 常 勤 鈴  木   素  子 

（定款に定めた定数 理事長1名・副理事長1名・理事7名以内・監事2名） 

 

10 組 織 図 

 

 

○ 全職員数（平成28年４月１日現在、現員、正規） 

医   師 ※ ３９９名 

看 護 師 １，３１７名 

コ メ デ ィ カ ル ３２０名 

事 務 １１９名 

計 ２，１５５名 

※医師には歯科医師５名、自治医大初期研修医４名、へき地代診医２名、有期職員医師１４９名を含む。 

※職員の増減状況は、14ページ参照 
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11 法人が運営する病院の概要 

 

（１）病院の名称・所在地等 

 

区 分 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 

病院名 総 合 病 院 
こ こ ろ の 

医 療 セ ン タ ー  
こ ど も 病 院 

所在地 
静岡市葵区北安東 

4丁目27－1 

静岡市葵区与一 

4丁目1－1 
静岡市葵区漆山860番地 

開 設 

年月日 
昭和58年2月1日 昭和31年11月1日 昭和52年4月1日 

診療科 

(医療法) 

内科、救急科、心療内科、精

神科、循環器内科、心臓血管

外科、腎臓内科、泌尿器科、

糖尿病・内分泌内科、神経内

科、脳神経外科、消化器内

科、消化器外科、呼吸器内

科、呼吸器外科、産婦人科、

乳腺外科、小児科、整形外

科、リハビリテーション科、

心臓リハビリテーション

科、眼科、頭頸部・耳鼻いん

こう科、血液内科、皮膚科、

形成外科、歯科口腔外科、麻

酔科、放射線科、病理診断

科、腫瘍内科 

精神科、内科、外科、歯科 小児科、小児救急科、新生児

小児科、血液・腫瘍内科、内

分泌・代謝内科、腎臓内科、

アレルギー科、神経内科、循

環器内科、皮膚科、小児外

科、心臓血管外科、脳神経外

科、整形外科、形成外科、耳

鼻いんこう科、泌尿器科、眼

科、歯科、麻酔科、放射線科、

産科、精神科、児童精神科、

臨床検査科 

31科 4科 25科 

許 可 

病床数 

(28年度) 

一  般     662床 

（稼働623床） 

結  核      50床 

精  神     280床 

（稼働172床） 

一  般      243床 

       (稼働236床) 

精  神       36床 

年間延 

患者数 

(28計画) 

入 院 234,836人 

外 来 414,182人 

入 院  56,275人 

外 来  38,714人 

入 院   84,030人 

外 来  113,073人 

理 念 
信頼し安心できる質の高い

全人的医療を行います 

安全・良質・優しいこころの

医療を、いつでもどこでも

誰にでも 

私たちは、すべての子ども

と家族のために、安心と信

頼の医療を行います。 

(平成26年10月改定) 

備 考 

昭和23年6月 

中央病院 

昭和33年3月 

富士見病院 

「養心荘」 

平成9年4月1日名称変更 
 

※昭和39年4月1日 中央病院、富士見病院、養心荘の3病院で病院事業会計開始。 
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（２）施設状況 

 

 区

分 
病 棟 

許 可

病床数
内 容 

総

合 

本

館 

３Ａ 12 ハイケアユニット(ＨＣＵ)  

３Ｂ 37 小児科、頭頚部・耳鼻いんこう科、救命救急科、病院管理ベッド

３Ｄ 49 
産婦人科、小児科（新生児）、病院管理ベッド（H28.6から稼動病床49床→46床）

(H28.7から稼動病床46床→44床) 

４Ａ 44 総合診療科、皮膚科、整形外科 

４Ｂ 47 腎臓内科、泌尿器科 

４Ｄ 42 血液内科、眼科、歯科口腔外科、病院管理ベッド 

５Ａ 46 消化器外科、泌尿器科 

５Ｂ 46 消化器内科、消化器外科、腫瘍内科       

６Ａ 42 整形外科、消化器内科、病院管理ベッド（H28.5から稼動病床10床→42床）

６Ｂ 50 結核 

６Ｃ 49 呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科（H28.5から稼動病床42床→49床）

６Ｄ 39 呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、放射線科 

北
館 

３Ｅ 42 整形外科、神経内科、救急科 

４Ｅ 34 消化器外科、乳腺外科、形成外科、循環器内科 

５Ｅ 19 緩和医療科 

循
環
器
病 

セ
ン
タ
ー 

１Ｇ 8 救命救急科（H28.5から稼動病床８床→11床） 

３Ｇ 10 集中治療室（ＩＣＵ、ＣＣＵ）（H28.7から稼動病床10床→12床）

４Ｇ 47 循環器内科、心臓血管外科 

５Ｇ 49 神経内科、脳神経外科 

計 712 （稼働673床）※H28.5から稼働病床673床→712床 

こ

こ

ろ 

北１ 42 医療観察法12床、慢性重症30床 

北２ 45 救急 

北３ 50 (休棟) 

南１ 50 回復期（H28.4から稼動病床50床→42床） 

南２ 43 救急 

南３ 50 (休棟) 

計 280 （稼働172床） 

こ

ど

も 

北２ 36 ＮＩＣＵ、ＧＣＵ    

北３ 31 内科系乳幼児（H28.6から許可病床31床→30床）           

北４ 28 感染観察 

北５ 28 内科系幼児学童 

西２ 24 産科、ＭＦＩＣＵ 

西３ 24 循環器科（H28.6から許可病床、稼働病床ともに24床→25床）

ＣＣＵ 12 ＣＣＵ（H28.6から稼働病床12床→10床） 

ＰＩＣＵ 12 ＰＩＣＵ 

西６ 48 外科系 

東２ 36 こころの診療科 

計 279 （稼働272床） ※H28.6から稼働病床272床→271床 
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Ⅱ 当該事業年度における業務実績報告 
 

１ 対象期間 

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの１年間 

（中期計画の期間 平成26年4月1日から平成31年3月31日までの５年間） 

 

２ 業務実績全般 
 

（１）機構全体 
 

ア 総 括 

静岡県立病院機構は、高度・専門・特殊医療や救急・急性期医療等の分野において第一級の病院であること

及び地域医療を確保するための支援の中心的機能を果たすため、地方独立行政法人の特徴である機動性や効率

性等を発揮した病院経営に取り組んでいる。 

法人化８年目となる28年度の経営状況（３病院計）は、入院では、延患者数が３病院ともに年度計画（以下

「計画」）を下回る見込みである。単価は、こども病院が計画を上回るものの、他の２病院では計画を下回る見

込みである。また、外来では、延患者数が総合病院とこころの医療センターで計画を上回り、単価は総合病院

で計画を上回る見込みである。 

収支は、経常収支が1,045百万円（経常収支比率102.5％）、総収支が949百万円で、法人化後８年連続で経

常収支比率100％を達成する見込みである。 

引き続き、本機構は、医療の質を高め、高度・専門・特殊医療や救急・急性期医療等に積極的に取り組み、医    

療面では充実した質の高い医療を提供し、経営面では機能的で効率的な病院経営を推進し、本県の医療の確保

と向上に貢献していく。 

 

 

県立病院機構が目指す病院像 
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イ 業務実績 

 

（ア）入院診療 

・ 総合病院は、年度計画（以下「計画」）を下回る延患者数(▲10,692人)となる見込みで、患者１人１日当

たり入院単価（以下、入院単価：入院収益÷年延入院患者数）は計画を下回る見込みである(▲1,458円)。 

・ こころの医療センターは、計画を下回る延患者数となる見込みであり(▲319人)、入院単価についても計

画を下回る見込みである (▲120円)。 

・ こども病院は、延患者数は計画を下回る（▲4,169人）見込みだが、入院単価は計画を上回る（+2,569円）

見込みである。 

 

（イ）外来診療 

・ 総合病院は、延患者数は計画を上回る見込みであり(＋26,428人)、患者１人１日当たり外来単価（以下、

外来単価：外来収益÷年延外来患者数）も計画を上回る見込みである(＋370円)。次頁参考資料のとおり、

市内の一般病院は減少傾向にあるが、総合病院は増加傾向にある。 

・ こころの医療センターは、計画を上回る延患者数となる見込みであり（＋60人）、外来単価については計

画を下回る見込である（▲189円）。 

・ こども病院は、延患者数は計画を下回り（▲8,128人）、外来単価も計画を下回る（▲385円）見込みであ

る。 

 

〇 平成28年度 業務量及び単価等年間見込み（税込） 

区    分 総 合 こころ こども 

入院 

入院延患者数(人)
224,144 

 (234,836)

55,956 

(56,275)

79,861 

(84,030)

新入院患者数(人) 17,104 528 5,164 

病床稼働率(％)

【 稼 動 】

一般90.4 

(一般94.0)

89.1 

(89.6)

80.7 

(84.6)

入 院 患 者 １ 人

１日当たり単価(円)

74,464 

(75,922) 

25,055 

(25,175)

91,629 

(89,060)

外来 

外来延患者数(人)
440,610 

(414,182) 

38,774 

(38,714)

104,945 

(113,073)

外来初診患者数(人) 28,282 825 7,964 

外 来 患 者 １ 人

１日当たり単価(円)

18,738 

(18,368) 

5,872 

(6,061)

13,395 

(13,780)

※（ ）書きは、計画数値を示す。 

※患者１人１日当たり単価は税込金額（調定額ベースで算定）。 

※病床稼働率は、総合623床（4月）、662床（5月～3月）、こころ172床、こども272床(4月～5月)、

271床(6月～3月)で算定。 
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＜参考資料＞ 

○患者数の推移（26年度実績～28年度見込み）                         （単位：人） 

        入院延患者数（３病院計）           外来延患者数（３病院計） 

 ・28年度は入院延患者数が中期計画・年度計画を下回る見込みである。外来延患者数は中期計画及び年度計画を上回る

見込みである。 

 

○市内公的病院患者動向（月平均延患者数：H28.4～H28.9－H27.4～H27.9比較）         （単位：人、％） 

区 分 
総 合 

① 

こころ 

② 

こども 

③ 

てんかん

④ 

市立静岡

⑤ 
赤十字

⑥ 

済生会

⑦ 

静岡厚生

⑧ 
市立清水

⑨ 

桜ヶ丘 

⑩ 

清水厚生

⑪ 

①～⑪合

計 

入 

院 

H28 18,376 4,785 6,495 10,122 13,639 11,885 12,861 5,114 10,248 2,533 3,580   99,638 

H27 17,438 4,591 6,499 10,193 13,955 11,384 12,486 4,869 9,748 2,675 2,487   96,325

差 938 194 ▲4 ▲71 ▲316 501 375 245 500 ▲142 1,093 3,313

外 

来 

H28 35,910 3,392 8,649 2,965 24,043 16,348 19,142 7,347 15,352 6,450 6,845 146,443

H27 35,180 3,319 8,436 2,863 23,883 17,959 18,407 8,131 15,550 6,615 6,426 146,769

差 730 73 213   102 160 ▲1,611 735 ▲784 ▲198 ▲165 419 ▲326

・入院延患者、外来延患者ともに市内全体では減少傾向にある中で、こども病院で増加しており、外来患者数は総合病院

とこども病院が増加した。 
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（ウ） 平成28年度収支年間見込み（税込） 

 
①  収益的収支年間見込み（税込）                                                     （単位：千円） 

区分 款 項 
終予算額
(計画) 

年間見込額
増 減 額 
（達成度） 

決 算 額 
(前年度) 

増 減 額 
（前年比）

収 益 

営 業

収 益 

医 業 収 益 36,708,531 35,999,693 ▲708,838 34,039,106 1,960,587

運営費負担金収益 6,789,118 6,789,118 0 6,786,971 2,147

資産見返負債戻入 160,392 160,045 ▲347 163,746 ▲3,701

その他営業収益 266,572 216,512 ▲50,060 252,436 ▲35,924

小 計 43,924,613 43,165,368 ▲759,245 41,242,259 1,923,109

営 業 外 

収 益 

運営費負担金収益 210,882 210,882 0 213,029 ▲2,147

その他営業外収益 308,033 288,690 ▲19,343 289,984 ▲1,294

小 計 518,915 499,572 ▲19,343 503,013 ▲3,441

臨時利益 臨 時 利 益 0 0  0 0

計 44,443,528 43,664,940 ▲778,588 41,745,272 1,919,668

費 用 

営 業

費 用 

医 業 費 用 42,651,803 41,626,765 ▲1,025,038 39,605,537 2,021,228

一 般 管 理 費 417,909 400,712 ▲17,197 359,743 40,969

小 計 43,069,712 42,027,477 ▲1,042,235 39,965,280 2,062,197

営 業 外 

費 用 

財 務 費 用 360,807 356,765 ▲4,042 365,197 ▲8,432

その他営業外費用 292,124 235,385 ▲56,739 232,684 2,701

小 計 652,931 592,150 ▲60,781 597,881 ▲5,731

臨時損失 臨 時 損 失 183,314 95,824 ▲87,490 111,368 ▲15,544

計 43,905,957 42,715,451 ▲1,190,506 40,674,529 2,040,922

総 収 支 537,571 949,489 411,918 1,070,743 ▲121,254

経 常 収 支 720,885 1,045,313 324,428 1,182,111 ▲136,798

※単位未満四捨五入のため各項目の和と総計が一致しない場合がある（以下同様）。 

 

・ 総収支は、949,489千円の利益となり、計画よりも411,918千円上回る見込みである。 

・ 経常収支は、1,045,313 千円の経常利益となり、計画よりも 324,428 千円上回り、経常収支比率 100％以上

(102.5%)を達成する見込みである。 

・ 医業収益は、外来は延患者数、単価ともに計画を上回るが、入院は延患者数、単価ともに計画を下回るため、

計画よりも708,838千円下回る見込みである。 

・ 医業費用は、経費（計画比▲623,850 千円）及び減価償却費（計画比▲477,746 千円）が計画を下回るため、

計画よりも1,025,038千円抑えられる見込みである。 

 

②   資本的収支年間見込み（税込）                          （単位：千円） 

区分 款 項 
９月末予算額

(計画) 
年間見込額

増減額 

（達成度） 

決算額 

(前年度) 

増減額 

（前年比）

収 入 
資本

収入 

長 期 借 入 金 14,864,000 8,799,000 ▲6,065,000 3,807,000 4,992,000

長期貸付金回収額 0 15,550 15,550 10,450 5,100

そ の 他 収 入 9,402 40,500 31,098 10,180 30,320

計 14,873,402 8,855,050 ▲6,018,352 3,827,630 5,027,420

支 出 
資本

支出 

建 設 改 良 費 17,050,509 8,950,612 ▲8,099,897 3,868,889 5,081,723

償 還 金 2,683,613 2,683,613 0 3,247,375 ▲563,762

長 期 貸 付 金 277,550 214,451 ▲63,099 188,650 25,801

計 20,011,672 11,848,676 ▲8,162,996 7,304,914 4,543,762

総 収 支 ▲5,138,270 ▲2,993,626 2,144,644 ▲3,477,284 483,658
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（エ）病院別収支実績  

 

①  収益的収支年間見込み（税込）                         （単位：千円） 

款 項 総 合 こころ こども 法人計 

営業

収益 

医 業 収 益 25,556,367 1,638,919 8,804,407 35,999,693

運営費負担金収益 2,393,312 1,094,707 3,301,099 6,789,118

資産見返負債戻入 108,121 27,269 24,655 160,045

そ の 他 営 業 収 益 120,611 16,913 78,988 216,512

小 計 28,178,411 2,777,808 12,209,149 43,165,368

営収

業 

外益 

運営費負担金収益 94,217 37,697  78,968 210,882

そ の 他 営 業 外 収 益 237,621 7,486 43,583 288,690

小 計 331,838 45,183 122,551 499,572

臨時利益 臨 時 利 益 0 0 0 0

収 益 計 

（ 予 算 額 ※ < 計 画 > ） 

（ 増 減 額 ） 

28,510,249

(28,874,927)

(▲364,678)

2,822,991

(2,852,434)

(▲29,443)

12,331,700 

(12,716,167)

(▲384,467)

43,664,940

(44,443,528)

(▲778,588)

営費

業用 

医 業 費 用 27,614,118 2,531,222 11,481,425 41,626,765

一 般 管 理 費 264,470 24,042 112,200 400,712

小 計 27,878,588 2,555,264 11,593,625 42,027,477

営費

業 

外用 

財 務 費 用 156,116 57,473 143,176 356,765

そ の 他 営 業 外 費 用 159,280 11,003 65,102 235,385

小 計 315,396 68,476 208,278 592,150

臨時損失 臨 時 損 失 28,138 55,087 12,599 95,824

費 用 計 

（ 予 算 額 ※ < 計 画 > ） 

（ 増 減 額 ） 

28,222,122

 (28,717,399)

（▲495,277)

2,678,827

(2,750,884)

(▲72,057)

11,814,502 

(12,437,674)

(▲623,172)

42,715,451

(43,905,957)

(▲1,190,506)

総 収 支 

（ 予 算 額 ※ < 計 画 > ） 

（ 増 減 額 ） 

288,127

(157,528)

(130,599)

144,164

(101,550)

(42,614)

517,198 

(278,493)

(238,705)

949,489

(537,571)

(411,918)

経 常 収 支 

（ 予 算 額 ※ < 計 画 > ） 

（ 増 減 額 ） 

316,265

(186,666)

(129,599)

199,251

(157,930)

(41,321)

  529,797 

(376,289)

(153,508)

1,045,313

(720,885)

(324,428)

 

・ 総合病院の総収支は、288,127千円の利益となり、計画を130,599千円上回った。これは節減努力により委託

料等の経費が計画を下回る見込みであることや、医療機器等の減価償却費の減が主な要因である。 

・ こころの医療センターの総収支は、144,164千円の利益となり、計画を42,614千円上回る見込みである。こ

れは、入院及び外来延患者数の減により収益が計画を29,443千円下回るものの、材料費、経費の減等により

費用が計画を72,057千円下回る見込みであることが主な要因である。 

・ こども病院の総収支は、517,198千円の利益となり、計画を238,705千円上回る見込みである。これは、経費

の節減努力等により費用が計画を下回る見込みであることが主な要因である。 
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②  資本的収支年間見込み（税込）                        （単位：千円） 

款 項 総 合 こころ こども 法人計 

資本

収入 

長 期 借 入 金 7,795,000 209,000 795,000 8,799,000

長期貸付金回収額 12,440 780 2,330 15,550

そ の 他 収 入 23,500 8,500 8,500 40,500

計 7,830,940 218,280 805,830 8,855,050

資本

支出 

建 設 改 良 費 7,876,797 235,818 837,997 8,950,612

償 還 金 1,419,866 462,266 801,481 2,683,613

長 期 貸 付 金 173,560 10,023 30,868 214,451

計 9,470,223 708,017 1,670,346 11,848,676

総 収 支 ▲1,639,283 ▲489,827 ▲864,516 ▲2,993,626

 

・ 28 年度の建設改良費は、8,950,612 千円で、その内訳は、３病院の器械備品等資産購入が1,936,202 千円、

また、建設改良工事が 7,014,410 千円となった。主な医療機器では、総合病院が病理学検査に用いる病理印

字システムを整備し、施設整備では、総合病院において先端医学棟建築工事、こども病院で外来区域改修工

事を実施する見込みである。 

また、長期貸付金 214,451 千円は、看護師確保対策として、当機構に就職を希望する看護学生に対して修学

資金の貸付を行うほか、職員の育成及び資質向上等を目的に、職員に対し資格等の取得に必要な資金の貸付

を行うものである（15,550千円返還あり）。 

 

（オ）決算指標年間見込み ＜３病院計＞（税込） 

 

区 分 項   目 H28見込 a H27実績 b 増 減a-b

収 支 構 造 

経常収支比率 (％) 102.5  102.9   ▲0.4  

医業収支比率 (％) 86.5  85.9   0.6 

実質収益対経常費用比率 (％) 86.0  85.7   0.3  

収 入 構 造 

病床稼働率(％) 87.8  86.3   1.5  

入院患者1人1日当たり単価 (円) 70,591  69,373   1,218  

外来患者1人1日当たり単価 (円) 16,925  16,877   48  

費 用 構 造 
職員給与比率 (％) 59.4  59.5   ▲0.1  

材料費比率 (％) 31.0  31.5   ▲0.5  

     ※患者１人１日当たり単価は、調定額ベースで算定。病床稼働率は、３病院の稼動病床数で算定。 

 

・ 収支構造の各指標は、経常収支比率が第２期中期計画の数値目標である100%を上回る102.5%で、前年

度を 0.4 ポイント下回るものの、医業収支比率、運営費負担金を除いた営業成績を示す実質収益対経

常費用比率はともに前年度を上回る見込みである。 

・ 収入構造では、主に総合病院の手術件数の増加や外来化学療法の増加等により、入院患者１人１日当

たり単価及び外来患者１人１日当たり単価は、それぞれ前年比1,218円、48円の単価アップとなる見

込みである。 

・ 費用構造では、職員給与比率、材料費比率はそれぞれ0.1ポイント、0.5ポイント減少する見込みであ

る。 
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【収支構造】 

・経常収支比率    経常収益÷経常費用×100 

病院が安定した経営を行うための財政基盤を確保するための指標で、適正な区分負担を前提として

100%以上が望ましい。  

・医業収支比率    医業収益÷医業費用×100 

医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示す指標で、100%以上が望ましい。 

・実質収益対経常費用比率    (経常収益－運営費負担金)÷経常費用×100 

経常費用が経常収益から運営費負担金を引いた実質収益によって、どの程度賄われているかを示す

指標。 

 

【収入構造】 

・病床稼働率    年間延入院患者数÷年延病床数（稼働病床×歴日数）×100 

病院の施設が有効に活用されているか判断する指標である。 

・入院患者１人１日当たり単価    入院収益÷年延入院患者数  

・外来患者１人１日当たり単価    外来収益÷年延外来患者数  

病院の収入分析をするうえで基本的な指標。収入を増加させるため、患者数(量的要素)と１人当た

りの収入(質的要素)が重要となる。 

 

【費用構造】  

・職員給与比率(職員給与費対医業収益比率)    職員給与費÷医業収益×100  

病院の職員数等が適正であるか判断する指標。職員給与費をいかに適切なものとするかが病院経営

の重要なポイントである。 

・材料費比率(材料費対医業収益比率)    材料費÷医業収益×100 

この比率が高い場合、材料費の購入価格(方法)を見直し、材料費の削減を図る必要がある。（薬

品・診療材料・その他） 
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（カ）決算状況の推移（収支と繰入金(県負担金)・診療報酬の改定）（３病院計） 

 

 

 

   
 

※ H28は見込み 

 

※ 平成14年度の一般会計繰入金75.98億円には、がんセンター開院準備経費分15.44億円を含む。 

※ 平成17年度から平成19年度までは繰入金10億円を抑制（県財政事情を勘案）。 

※ 平成21年度から地方独立行政法人へ移行したため、一般会計繰入金は運営費負担金に名称変更。 

※ 平成22年度の診療報酬改定率は政府発表の＋0.19%の後、薬価部分に追加された後発品のある先発品   

の価格引下げ分▲0.16%を加味して実質的な改定率を＋0.03%とした。 

※ 平成24年度の診療報酬改定率は薬価部分を市場価格の下落を反映して1.375%引き下げる一方、医師 

の診療行為や入院料などの本体部分は1.379%引き上げた結果、実質的な改定率は+0.004%となった。 

※ 平成26年度の診療報酬改定率は、薬価及び材料価格の改定を0.63%引き下げる一方、本体部分を

0.73%引き上げた結果、全体改定率は+0.10%となった。（消費税率引上げ対応分を除いた実質改定率は

▲1.26％） 

※ 平成28年度の診療報酬改定率は、薬価及び材料価格の改定をそれぞれ1.22%、0.11%引き下げる一

方、本体部分を0.49%引き上げた結果、全体改定率は▲0.84%となった。 

 

 

  

地方公営企業 地方独立行政法人 
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（キ）職員の状況（各年度４月１日現在） 

 

①  正規職員                                （単位：人） 

区分 
総 合 こころ こども 本 部 計 

H27 H28 H27 H28 H27 H28 H27 H28 H27 H28 

医師 135 144 12 12 94 89 - - 241 245

歯科医師 3 4 - - 1 1 - - 4 5

看護師 683 748 114 114 461 453 2 2 1,260 1,317

 
看護師 678 744 112 113 460 452 2 2 1,250 1,311

准看護師 5 4 2 1 1 1 - - 10 6

医療技術 211 211 26 26 86 83 1 - 324 320

事務 49 51 13 13 28 28 28 27 118 119

計 1,081 1,158 165 165 670 654 31 29 1,947 2,006

※アソシエイトを含む。 

 

② 有期職員                                （単位：人） 

区分 
総 合 こころ こども 本 部 計 

H27 H28 H27 H28 H27 H28 H27 H28 H27 H28 

医師 93 94 1 5 49 49 1 1 144 149

歯科医師 - - - - - - - - 0 0

看護師 63 71 11 14 15 13 - - 89 98

 
看護師 61 70 8 11 15 12 - - 84 93

准看護師 2 1 3 3 - 1 - - 5 5

医療技術 29 28 3 4 13 15 - - 45 47

事務 112 123 14 15 48 50 7 7 181 195

補助職員 99 99 11 10 24 24 1 1 135 134

計 396 415 40 48 149 151 9 9 594 623

※補助職員：看護助手、薬剤助手、放射線助手、検査助手等  

※短期間特別研修医は含まない。 

 

（ク）平成29年度職員の採用状況（H28採用試験(定時募集)実施状況）（H28.11.1現在） 

・看護師の採用については、定期募集を年間5回、経験者募集を年7回実施して、切れ目のない募集を行 

った。また、県立総合病院における看護師を確保するため、25年10月より看護師の紹介業者を通じた    

採用をしている。 

・平成28年度においては、看護師確保対策の一層の推進を図るため、平成27年度に引き続き、人材確保対 

策本部会議を実施した。本会議において、機構幹部職員が直接協議したことで、きめ細やかな対策を迅 

速に実施することができ、結果として、看護師採用数の大幅な増加につながった。（本会議実施前H26 108 

人⇒H27 149人、H28 113人（H28.11.1現在）） 

・人材確保対策会議による対策例としては、修学資金の拡充継続（貸与時期２期制）、支度金制度の継続、 

病院見学会の旅費の拡充継続（市外 大５万円）、キャラバン隊による県外養成校訪問継続（H27 ８ 

県、H28 ８県）等があげられる。また、看護学生向けに就職情報を提供する民間事業者が開催する合同 

就職説明会への参加や就職情報サイトへの情報掲載などを積極的に行った。 

・看護師就職説明会において、看護学生を集めるために看板等の作成やノベルティの配布を行った。 

なお、看護師については、掲示用ポスターを作成し、県内養成校や関係各所に配布するとともに、静岡

鉄道の駅ホームや電車・バスの車内に掲載した。また、ＪＲ静岡駅南口に電照ポスターを掲載し、広く
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周知を図った。 

・新たな採用として、アソシエイト（看護）を３人確保した。 

・事務職員について、選考採用により１人を確保した。 

 

○採用者数の状況                                 （単位：人） 

区  分 
H28（H28.11.1現在） 

【H29採用】 

H27 

【H28採用】 
比較増減 

看 護 師 113 149 ▲36 

事 務  1  1 0 

医 療 技 術      1      3 ▲2 

ア ソ シ エ イ ト  3  2     ＋ 1 

計 118 155     ▲ 37 

※H28採用の欄は、H27試験実施によるすべての採用人数（前倒し採用（看護師20、医療技術1 ）を含む）。 

※H29採用の欄は、H28試験実施によるすべての採用人数（前倒し採用（看護師11 ）を含む。） 

 

   〇 現員数の推移（各年度４月１日現在）                      （単位：人） 

区   分 H25 H26 H27 H28 
前年度増減 

（H28－H27） 

医師(正規) 228 235 245 250 5

看 護 師 1,179 1,221 1,260 1,317 57

医 療 技 術 289 304 324 320 ▲4

事 務 105 109 118 119 1

小 計 1,801 1,869 1,947 2,006 59

有期医師 128 138 144 149 5

合 計 1,929 2,007 2,091 2,155 64

※アソシエイトを含む。 
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（２）総合病院 

 

＜理  念＞ 

「信頼し安心できる質の高い全人的医療を行います」 

全人的医療：身体、精神、心理、生活様式などを含めた総合的な視点から、患者さん自身の

全体的な健康回復を目指す医療 

 

＜基本方針＞ 

１ 医療を受ける人々の立場に立ち、説明に基づく心のこもった医療を行います。 

２ 県内の中核病院として高度医療や先進的医療に取り組み、地域医療を支援します。 

３ 救急医療、災害医療、へき地医療、結核医療などの政策医療を積極的に担います。 

４ 将来の医療を担う質の高い人材を育成します。 

５ 快適な職場環境の整備と透明性の高い健全な病院運営に努めます。 

 

＜総 括＞ 

総合病院は、県内医療機関の中核的病院として、各疾患の総合的な医療をはじめ、高度・専門医療や救急・

急性期医療を提供している。 

平成28年度も引き続き、循環器病センター機能を活かした24時間365日体制での高度な専門的医療の提

供、がん疾患患者に高度な集学的治療の提供、高度救命救急センターとして重症な患者への救急医療提供を

主要事業の三本柱として取り組んでいる。 

また、地域の中核的病院として、急性期を担当する機能に特化し、機能分担を進めるため、地域の医療機

関との連携を強化し、紹介・逆紹介を推進している。 

さらに高度な医療機器を地域全体で利用できるように、共同利用の取組みを進めた。 

高額薬剤の使用（オプジーボ、ハーボニー等）や高度医療の提供に加え、施設基準の積極的な取得及び維

持、DPCデータの分析などに取り組むことにより、診療単価は向上する見込み。入院、外来ともに延患者数

が昨年度を上回る見込み、収益についても入院・外来とも昨年度を上回る見込み。 

今後、県立総合病院が目指す病院像（（図１）参照）のとおり、病院が所有する各種機能を強化・連携

し、県立病院としての機能向上を一層図ることとしている。 

 

県立総合病院が目指す病院像（図１） 
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（３）こころの医療センター 

 

＜理  念＞ 

安全・良質・優しいこころの医療を、いつでもどこでも誰にでも 

 

＜基本方針＞ 

１ 患者さんの人権と尊厳を守ります。 

２ 24時間365日、精神科救急医療を提供します。 

３ 新の知識と技術を取り入れた高度専門医療を提供します。 

４ 手厚いチーム医療によって早期退院を目指します。 

５ 在宅医療とリハビリテーション、社会参加を支援します。 

６ 社会資源を開拓し、連携を強化します。 

７ 司法精神医療、災害医療などの公益医療に主体的に参加します。 

８ 社会人・組織人・医療人としての人材育成に努めます。 

９ 広い視野に立って研鑽を重ね、積極的に社会へ情報発信します。 

10 健全で透明性の高い病院経営を目指します。 

 

＜総 括＞ 

こころの医療センターでは、日本トップレベルの「精神科救急・急性期医療」を提供するため、「救急・急

性期医療の充実」、「在宅医療の拡充」、「高度な医療技術の導入」及び「司法精神医療の充実」を重点的に推

進し、目標とする精神科医療の体制整備（将来構想（図２）参照）に取り組んでいる。 

平成22年度より急性期病棟群（救急及び急性期病棟）を中心に救急・急性期患者の受け入れを行い、それ

を後方的に支援する慢性病棟群（回復期及び慢性重症病棟）との機能分化を進め、平成25年度には急性期病

棟を救急病棟に移行する等、診療体制を強化した。平成28年度は慢性期病棟群である南１病棟の一部個室化

を運用開始する等の機能強化を図り、継続して効率的な病棟運営に努めている。 

一方、精神科における医療は、「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針が世界的趨勢であることか

ら、在宅医療支援部門を強化し、多職種チームによる地域生活での支援体制の整備と長期入院者の退院促進

に取り組んでいる。 

あわせて、退院後の安定的な生活を維持し、再入院を防止することを目的に、患者に対する心理・社会的

治療への取り組みを強化している。 

また、クロザピンや修正型電気けいれん療法（ｍ－ＥＣＴ）など、高度な医療の導入に積極的に取り組む

とともに、医療観察法指定入院医療機関としての機能拡充を図るなど、県内精神医療の中核病院としての役

割を果たすべく取り組んでいる。 

 

こころの医療センター診療体制整備の将来構想（図２） 
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（４）こども病院 

 

＜理  念＞ 

「私たちは、すべての子どもと家族のために、安心と信頼の医療を行います。」 

 

＜基本方針＞ 

「患者中心の医療サービスの継続」 

地域の医療機関と連携し、診断・治療が困難なこどもの患者へ 

質の高い効果的な医療を提供 

 

こども病院が目指す方向（図３） 

１ 専 門 病 院 安全を重視した質の高い医療 

２ 教 育 教育内容の充実が 大目標の一つ 

３ 地 域 連 携 相互支援に基づいた地域医療連携 

４ 効率的な病院経営 独善に陥らない標準的な経営と改善努力 

５ 働きやすい病院 スタッフの満足度が高い労働環境 

        ＊平成24年4月改定 

   

 

＜総 括＞ 

こども病院は、昭和52 年度の開院以来、静岡県の地域医療、小児医療に貢献するという設立趣旨に則り、

高度かつ先進的な医療を実践している。 

現在では、県内小児医療の中核病院として、循環器疾患医療、小児救急医療、周産期医療、小児がん医療、

児童精神科医療を中心に、すべての小児の健康問題に対応可能な小児専門総合医療施設として、質の高い医

療を県民に提供している。 

平成28年度は、次年度以降に開始する新専門医制度に対応するため、小児科の基幹施設として研修プログ

ラムの作成や研修医の募集及び採用試験等を行ったほか、小児科以外の連携施設となることにより増加が見

込まれる研修医の宿泊施設の整備を予定している。 

循環器疾患医療の分野では、循環器病棟に準重症患者を受入れる病室を設置したほか、心臓移植が必要な

小児患者の治療を移植直前まで可能とする小児用補助人工心臓を導入するなど、小児重症心疾患患者を受け

入れる体制の充実を図った。 

また、国際交流においては、４月に院長が中国の浙江大学医学院附属児童医院を訪問したことを始め、10

月には当院が児童医院から研修医を受け入れ、12月には児童医院の院長が当院を訪問するなど、積極的な交

流を行っている。 

（図３）
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３ 県民に対して提供する医療サービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにと 

るべき措置 

 

（１）医療の提供 

 

ア 総合病院 

〇 業務実績を示す各種指標 

・ 入院延患者数は年度計画（以下「計画」）を下回り、外来延患者数は計画を上回った。入院単価は計画を

下回る見込みである。外来単価は計画を上回り、年間収入は計画額を下回る見込みである。入院収益の

増加要因としては、心臓血管外科や循環器内科を中心に診療内容が高度化したことや、集中治療系病棟

（ＥＲＨＣＵ、ＩＣＵ、ＨＣＵ）の算定延べ件数が増加、６Ａ病棟をフル稼働したことなど、各種施設

基準の新規取得、ランクアップの効果等が挙げられる。また、外来単価増については、高額薬剤（オプ

ジーボ、ソバルディ、ハーボニー）の使用、高度医療に取り組んだ効果によるものである。 

 

平成28年度 業務量及び単価等年間見込み 

区分 年度計画 年間見込 増減 
達成率

（％） 

入
院 

一
般
病
床 

年間入院延患者数 (人) 227,236 217,392 ▲9,844 95.7

病床稼働率 (％) 94.0 90.4  ▲3.6 96.2

平均在院日数 (日) 11.9 

結
核
病
床 

年間入院延患者数 (人) 7,600 6,752 ▲848 88.8

病床稼働率 (％) 41.6 37.0 ▲4.6 88.9

平均在院日数 (日)  63.2   

患者１人１日当たり単価 (円) 75,922 74,464 ▲1,458 98.1

外
来 

年間外来延患者数 (人) 414,182 440,610 ＋26,428 106.4

患者１人１日当たり単価 (円) 18,368 18,738 ＋370 102.0

※患者１人１日当たり単価は、税込金額(調定額ベースで算定)。病床稼働率は、4月は一般病床623 床、5月

からは一般病床662床で算定、結核病床は年間を通して、50床で算定 

 

・ 紹介率、逆紹介率ともに、制度改正による計算式の変更もあって前年度を大きく上回った。ともに高い水

準を実現し、病診・病病連携がいっそう進んでいる。 

 

平成 28 年度 紹介率・逆紹介率年間見込み                     （単位：％） 

区 分 年度計画 年間見込 増 減 

紹 介 率 80.0 88.8 +8.8 

逆 紹 介 率 90.0 155.1 +65.1 

※紹介率・逆紹介率の算定方法は、用語解説を参照。 
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・ 医療の提供については、急性心筋梗塞、脳卒中等の循環器疾患医療、がん医療、救急医療の３本を重点

に据えるとともに、地域医療の支援及び医療技術者の研修に重点的に取り組んでいる。平成28年3月の

厚生労働省告示により、全国1,667 のＤＰＣ病院（急性期病院）の中で引き続き全国140 病院のⅡ群の

一つを維持し、大学病院本院（Ⅰ群）と同等の高密度診療及び医師研修を行っている病院として選ばれ

た（県内では当院を含めて５病院）。 

・ 急性心筋梗塞、脳卒中等の循環器疾患医療については、ハイブリッド手術を整備し、平成26年 10 月よ

り運用を開始した。 新の治療器材と鮮明な画像診断を併用し、ステントグラフト治療やＴＡＶＩ（経

カテーテル大動脈弁治療）など、循環器分野における先進的な治療を行った。 

循環器病センター 

救命救急センター（１Ｆ） ハイブリッド手術室（２Ｆ） ＣＣＵ（３Ｆ） 

 

・ がん医療については、総合相談センターに専従で認定看護師を配置し、相談体制を強化している。放射

線治療の充実を目指してリニアックを３台設置し、稼働している。このほか、地域の医療者にも開かれ

たキャンサーボード及びがん研修会を定期的に開催し、ＰＥＴセンターの共同利用を進めるなど、地域

がん診療連携拠点病院としての機能強化に努めている。平成27年７月に国立がん研究センターから公表

された「がん診療連携拠点病院院内がん登録2014年全国集計報告書」において、当院の登録件数2,698

件は全国421施設で50番目に多い登録件数であった。また、手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」を導入

し、平成26年２月から運用を開始した。泌尿器領域の前立腺がん手術、婦人科領域の子宮頸がん手術を

行った。ダ・ヴィンチを使った子宮頸がんに対する広汎子宮全摘術を行っているのは県内では県立総合

病院のみで、全国でも10施設程度である。臨床研究の10件を経て先進医療の届出を行い、平成28年12

月に受理された。また、ダ・ヴィンチを用いた腹腔鏡下膀胱全摘術についても、５件の臨床研究を終

了し技術の確立がなされたため、平成28年10月から自由診療を開始した。 

・ 手術室や放射線治療室の機能を大幅に強化し、高度・先進医療の推進を図るため、27 年度より先端医学

棟、リサーチサポートセンターの建設に着手した。また、近年増加する外来患者に対応するために、大型

立体駐車場の建設を検討し基本設計に着手、本年度は実施設計を行い、建築許可及び建築確認申請まで

終了する予定である。 

・ 救急医療については、平成 27 年３月に高度救命救急センターの指定を受けた。広範囲熱傷、指肢切断、

急性中毒等の特殊疾病患者に対する救命医療を行うために必要な診療機能を備えた。また、平成26年６

月にドクターカーを導入、運用開始し、静岡市と運用に関する協定を結び、救命救急センターのスタッ

フが搭乗し、災害や事故の現場に急行する、又は搬送途中の救急車とドッキングして治療を開始するこ

とにより、救命率向上に努めた。平成27年度末には、富士市及び富士宮市とも運用に関する協定を結び

近隣地域にも活動の範囲を広げた。 
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イ こころの医療センター 

○ 業務実績を示す各種指標 

・ 延患者数については、入院は計画を下回り、外来は計画を上回る見込である。単価については、入院・

外来とも計画を下回る見込である。 

 

平成28年度 業務量及び単価等年間見込み 

区   分 年度計画 年間見込 増減 達成率(％)

 

入

院 

年 間 入 院 延 患 者 数 (人) 56,275 55,956 ▲319 99.4 

入院患者１人１日当たり単価 (円) 25,175 25,055 ▲120 99.5 

平 均 在 院 日 数 (日)  100.9   

病 床 稼 働 率 (％) 89.6 89.1 ▲0.5 99.4 

外

来 

年 間 外 来 延 患 者 数 (人) 38,714 38,774 60 100.2 

外来患者１人１日当たり単価 (円) 6,061 5,872 ▲189 96.9 

※患者１人１日当たり単価は、税込金額(調定額ベースで算定)。平均在院日数は、医療観察法病床を除いて算

定。病床稼働率は、計画では172床で算定。 

 

・紹介率は計画値を上回り、逆紹介率は計画値を下回る見込みである。今後も受入れ体制の充実や転院の促

進に努めていく。 

 

平成28年度 紹介率・逆紹介率年間見込み                    （単位：％） 

区 分 年度計画 年間見込 増 減 

紹 介 率 56.0 58.1 2.1 

逆 紹 介 率 36.0 30.4 ▲5.6 

 

・ 救急・急性期を中心とした診療体制の整備を図るとともに、包括的在宅医療支援体制モデルの構築や

精神科救急相談体制の整備など、退院後の在宅支援を行うシステムを構築することで、「早期に集中

的治療を行い、早期に社会復帰する」という体制づくりを進めている。 

・ 先端薬物療法（クロザピン）や高度な治療法である修正型電気けいれん療法（ｍ－ＥＣＴ）の実施な

ど、医療水準の向上と重症患者の病状改善に取り組んでいる。 

・ 退院後の安定した地域生活の維持、再入院の防止に向け、心理・社会的治療の一環として、患者に対

する心理教育・家族教室に関する取り組みを強化・拡大している。 

・ 包括的在宅ケア（ＡＣＴ)チームによる退院支援と手厚い24時間365 日サポート体制による退院後の

地域生活支援モデルの構築を進めている。 

  

ＡＣＴ概念図 
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・ 県内唯一の医療観察法指定入院医療機関として本県関係の入院処遇対象者を受け入れており、機能の充

実を図り、地域完結型の医療環境の形成を進めている。 

 

 

ウ こども病院 

〇 業務実績を示す各種指標 

・ 入院については、延患者数は計画を下回る見込みだが、単価は計画を上回る見込みである。 

・ 外来については、延患者数、単価ともに計画を下回る見込みである。 

 

平成28年度 業務量及び単価等年間見込み 

区   分 年度計画 年間見込 増減 
達成率 

  (％) 

 

入

院 

年 間 入 院 延 患 者 数 (人) 84,030 79,861 ▲4,169 95.0 

入院患者１人１日当たり単価 (円) 89,060 91,629 2,569 102.9 

平 均 在 院 日 数 (日)  11.0   

病 床 稼 働 率 (％) 84.6 80.7 ▲3.8 95.5 

外

来 

年 間 外 来 延 患 者 数 (人) 113,073 104,945 ▲8,128 92.8 

外来患者１人１日当たり単価 (円) 13,780 13,395 ▲385 97.2 

※患者１人１日当たり単価は、税込金額（調定額ベースで算定）。平均在院日数は、ＮＩＣＵ、ＧＣＵ、ＭＦＩ

ＣＵ、ＰＩＣＵ、精神科、短期３を除いて算定。病床稼働率は272床(4月～5月)、271床(6月～3月)で

算定。 

 

・ 病診連携や病病連携の強化により、紹介率・逆紹介率ともに計画を上回る見込みである。 

 

平成28年度 紹介率・逆紹介率年間見込み                      （単位：％） 

区 分 年度計画 年間見込 増 減 

紹 介 率 90.0 95.2 5.2 

逆 紹 介 率 32.0 49.8 17.8 

 

・ 全国初の小児循環器集中治療専門医を配置したＣＣＵ、カテーテル治療（アンプラッツァー）や遠隔

エコー診断等の先進的治療など、循環器疾患に対する高度先進的医療を提供している。 

・ 循環器病棟に準重症患者を受入れる病室を設置し、小児重症心疾患患者を受け入れる体制の拡充を図

った。 

・ 自治体立病院では全国初、小児専門病院では全国２番目となる小児用補助人工心臓を導入し、心臓移

植が必要な小児患者の治療を移植直前まで可能とする体制を整備した。 

・ 総合周産期母子医療センターの指定を受け周産期医療の中核を担い、ハイリスク胎児・妊婦、新生児

に高度な先進的治療を提供している。 

・ 静岡県小児がん拠点病院として、県内小児がん患者の半数以上に対応し、血液腫瘍の治療法である造

血幹細胞移植を継続的に実施したほか、固形腫瘍については関係診療科の協働連携による「腫瘍カン

ファレンス」を開催して高度な集学的治療に取り組んでいる。 

・ 小児救命救急センターの指定を受けている小児集中治療センター（ＰＩＣＵ）と小児救急センター（Ｅ

Ｒ）を中心に、24時間365日を通して、初期救急を含めた小児救急患者を受け入れている。 

・ 厚生労働省の「子どもの心の診療ネットワーク事業」に参画し、ネットワーク構築のため学校・地域

との連携強化に努めるなど、県内の児童精神科医療における中核的な機能を発揮している。 
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救急の体制 

ドクターヘリ ドクターカー 小児救急センター 

 

 

 

（２）医療に関する技術者（医師、看護師等医療従事者）の研修を通じた育成と質の向上 

 

ア 総合病院 

医療技術者の研修については、研修医の海外研修への派遣、看護師の認定看護師研修への派遣、県立大学

との共同研究、メディカルスキルアップセンターを利用した研修の実施など、県立病院に相応しい医療技術

の育成に努めている。特に医師の臨床研修については、平成27年度に卒後臨床研修評価機構（ＪＣＥＰ）に

よる臨床研修評価を受審し、当院の臨床研修体制が評価され、引き続き認定証の発行を受けた。また、平成

28年度は、医師臨床研修マッチングを経て、募集定員22名中20名を確保する見込みである。 

 

イ こころの医療センター 

医療技術者の研修については、認定看護師研修の派遣等、精神医療の向上に資する人材の育成に努めてい

る。特に認定看護師については、７名の精神科認定看護師が在籍し、医療の質の向上に貢献している。 

 

ウ こども病院 

・ 専門家を招聘してセミナーや研修会を定期的に開催するとともに、海外研修や認定看護師研修等に職員を

積極的に派遣するなど、院内外の研修会等を通じて病院全体の医療技術の向上に努めている。 

・ シドニー・ウエストメッド小児病院から定期的に医師や看護師を招聘するとともに、当院の研修医をウエ

ストメッド小児病院に派遣するなど、国際交流を通じて 先端の医療技術の習得を図っている。 

・ ４月に院長が中国の浙江大学医学院附属児童医院を訪問したことを始め、10月には当院が児童医院から研

修医を受け入れ、12月には児童医院の院長が当院を訪問するなど、積極的な交流を行っている。 

・ 地域の医療機関等の看護師や看護学生等への継続的な実習研修や、医療関係者を対象とした講演会等を定

期的に開催し、職員だけでなく院外の医療従事者にも教育研修機能を開放している。 

・ 様々な医療行為の研修を実施できるラーニングセンターの改修と基本的な機器の導入を行い、医療技術の

更なる向上のための環境整備を行っている。 
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（３）医療に関する調査及び研究 
    ・ 総合病院では、臨床医学研究センターを平成25年12月24日に立ち上げた。また、平成26年8月9日

に設立記念研究発表会を開催し、地域の医療関係者に臨床医学研究センター設立をＰＲした。また、H27.

６月に客員研究員制度を創設し、平成27年度は４名、平成28年度は２名の客員研究員を選任する見込

み。 

    ・ 医療機能の向上のため、医師の通常の診断治療業務との関連の中で確立された治療方法の導入や、実施

に当たっての研究、各種疾患の追跡調査を行い、個々の技術の向上を図っている。 

また、全職員に対して、新技術、知識習得のため各種研修会・講習会への参加、情報収集のための各種

雑誌、図書の購入等を推進している。 

 

 

    【医学奨励研究の内訳】平成28年度 

病 院 研 究 課 題 部 署 構成人数

総 合 

周術期ランジオロール投与による食道癌手術における心房細

動予防効果の検討 

麻酔科・集中治療

科 
11

γ-GTPに対する高吸収クルクミンの効果に関する研究 臨床研究センター 6

消化器癌患者における周術期血中カルニチン濃度に関する研

究 
外科 2

アンドロゲン除去療法開始前後の前立腺癌患者を対象とした

下垂体性intact hCG値基礎的データ集積 
泌尿器科 7

周術期口腔機能管理の効果に関する臨床統計学的検討 歯科口腔外科 4

COPD における血液凝固能異常と深部静脈血栓症に関する前向

き研究 
呼吸器内科 16

C-メチオニンPETによる脳実質内腫瘍、および鑑別を要する脳

病変の診断 
脳神経外科 7

ﾛﾎﾞｯﾄ支援前立腺全摘除後の肉眼的血尿と術中出血量、ﾄﾞﾚｰﾝ排

出量との比較研究 
泌尿器科 7

食道癌手術における術前の握力値が術後合併症と予後に与え

る影響についての検討 
外科 11

治療抵抗性致死的不整脈に対するニフェカラントの有用性の

検討に関する研究 
救命救急センター 5

2 型糖尿病患者におけるSGLT-2 阻害薬による食欲とFGF21 へ

の影響 

糖尿病・内分泌代

謝センター 
10

糖尿病腎症による慢性腎不全患者への腎移植後血糖コントロ

ールの意義 

糖尿病・内分泌内

科 
2

新規尿中バイオマーカーを用いた緊急血液浄化療法を要する

症例の腎予後および生命予後の予測 
腎臓研究科 7

ウェアラブルカメラによる術者の視点からの手技影像の撮影

による救急医教育 
救命救急センター 2

縫合固定を行わないスペーサーを用いた片開き式頚椎椎弓形

成術の治療成績 
脳神経外科 3

各慢性腎不全病期におけるオフポンプ冠動脈バイパス術の有

用性の検討 
心臓血管外科 3
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病 院 研 究 課 題 部 署 構成人数

総 合 

心臓血管血流解析シミュレーションを用いた大動脈解離症例

における偽腔血流の検討 
心臓血管外科 2

副腎静脈サンプリング陰性例における統計学的研究 
糖尿病・内分泌内

科 
3

全国の救命救急センターにおいての救急救命士雇用状況 救命救急センター 7

健常者における高感度トロポニン測定濃度の層別化と心筋梗

塞発症リスク推定のためのフラミンガムスコアとの関連を検

討する 

検査技術室 3

Calcineurin 阻害薬減量による腎機能改善は減量前の腎機能

の影響を受けるか 
腎臓内科 3

計 21 121

こころ 

統合失調症治療における当院入院患者の処方薬動向調査 薬 剤 室 4

計 1 4

こども 

臍帯血 Endotoxin Activity Assay の検討～絨毛膜羊膜炎重

症度との関連について～ 
新 生 児 科 4

血友病保因者診療体制構築のための調査研究 血 液 腫 瘍 科 9

牛乳成分の一つであるラクトフェリンの即時型アレルギー活

性についての研究 
免疫ｱ ﾚ ﾙ ｷ ﾞ ｰ 科 4

二相性脳症（AESD＝けいれん重積型脳症）とけいれん重積の

唾液アミラーゼによる鑑別 
神 経 科 7

先天性サイトメガロウイルス感染症と自閉スペクトラム症の

関連性に関する研究 
発 達 小 児 科 1

小児内視鏡手術における新しく導入された3-D内視鏡、エアー

シールシステムの有用性の検討 

3Dプリンターで作成した小児用ドライボックスによる内視鏡

手術トレーニング 

小 児 外 科 9

ダブルコンソール3D定位法の確立 循 環 器 科 10

中枢神経系奇形疾患トリオ検体のエクソーム解析による de 

novo 変異解析の同定 
脳 神 経 外 科 1

PCRによる小児化膿性関節炎の起因菌同定 整 形 外 科 2

子宮頸管内検体を用いた絨毛膜下血腫の予後判定に関する研

究 
産 科 4

MicroRNA in situ hybridization による胚細胞腫瘍の組織学

的検討 
病 理 診 断 科 3
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病 院 研 究 課 題 部 署 構成人数

こども 

重症心身障がい児への絵本朗読によるストレス変化および保

護者の感情変化の評価 
看 護 部 2

医師・看護師の合意形成に基づく新生児の予後改善のための

ケアマニュアル改訂 
北 ２ 病 棟 8

二分脊椎における超音波検査の有用性の検討 検 査 技 術 室 4

当院で分離された Streptococcus agalactiae の薬剤感受性

と血清型の検討 
検 査 技 術 室 6

胃瘻患者のミキサー食を家庭で作りやすくするためのマニュ
アル 

栄 養 管 理 室 5

NICUにおける当院約束処方TPNの評価 薬 剤 室 7

計 17 86

 

  

-25-



 

（４）医療に関する地域への支援 

 

ア 総合病院 

地域医療の支援については、平成28年度は、県立病院医師交流制度に基づき８医療機関（前年同期10）

に対して延べ258 人（前年同期377 人）の医師の派遣を行うとともに、ＰＥＴやＣＴ・ＭＲＩの高度医療

機器の共同利用を推進した。また、平成 22 年度総務省委託事業である「地域ＩＣＴ利活用広域連携事業」

により始めた「ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル」は順調に拡大し、平成28年９月末現在、開示

施設は15病院、参照施設は157施設（病院15、診療所85、薬局47、訪問看護ステーション９、介護保険

施設１）となっている。各地域の医師会とともに、診療情報共有のためのネットワークを推進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ こころの医療センター 

地域医療の支援については、医師、看護師の講演会等への講師派遣等に取り組んだほか、医療観察法

における鑑定の要請に協力する等、県内精神医療の中核病院としての役割を果たしている。 

 

ウ こども病院 

・ 小児科の基幹施設として研修プログラムの作成や研修医の募集及び採用試験を行うなど、来年度にか

ら新制度に準じて実施される専門医制度に適切に対応している。 

・ また、来年度以降に開始する小児科以外の専門医制度についても、連携施設として増加が見込まれる

研修医を受け入れるための研修医宿泊施設の改修工事を実施するなど、準備を着実に進めている。 

・ 地域医療支援病院としての役割を果たすため、医師不足が顕著な公的病院や急病センター等の医療機

関に医師を派遣している。 

・ 映像通信システムを通じて、浜松医科大学やマレーシア国立循環器病センターと定期的に症例検討会

を実施している。また、県内４病院と連携して心エコー画像の遠隔診断を行うなど、映像情報を活用

した地域医療機関等との連携及び支援を行っている。 

・ 児童精神科医療におけるネットワーク構築のため、小中学校教諭を対象とした精神保健講座や児童 

養護施設の巡回相談を実施するなど、学校・地域との連携強化に努めている。 

・ 県内の医師や看護師を対象とした症例検討会を開催するなど、地域の周産期医療の質向上と他医療機

磐田市 

平成 28 年度 県立総合病院の医師派遣 

浜松市 

湖西市 

川根本町

森町 

島田市

掛川市

富士宮市 

小山町

御殿場市 

富士市 裾野市

長
泉
町 

沼津市 三島市
静岡市

清水町 函南町 熱
海
市 

伊豆の国市

藤枝市 伊東市
伊豆市

焼
津
市 

吉
田
町 

西伊豆町 

河津町

東伊豆町

袋井市
菊川市

牧之原市
松崎町 

下田市

御前崎市 南伊豆町 
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関との連携体制を強化している。 

・ 地域の救急医療機関や消防機関を対象とした研究会を開催するなど、小児救急医療の体制強化を図っ

ている。 

 

（５）災害等における医療救護 

・ 災害拠点病院は、災害時に多発する重篤救急患者を受け入れ、自己完結型の医療救護チームを被災地に

派遣し、地域医療機関への応急用資器材の貸し出し機能を有する病院であり、県下21病院が指定されて

いる。 

・ 総合病院は、基幹災害拠点病院に指定されており、災害拠点病院の機能をさらに強化した、要員の訓練

や研修機能を有し、災害医療に関して県の中心的役割を果たす病院であることが求められている。 

・ 総合病院とこども病院は、静岡市長から「静岡県医療救護計画」に基づき、救護病院（重症患者及び中等   

症患者の処置及び収容を行う病院）に指定されているほか、総合病院は、被ばく医療について、二次被

ばく医療機関に指定されている。 

・ 防災計画等の取組については、災害対応マニュアルの見直しを進め、東日本大震災以降の国の施策の見

直しなどを反映した改訂を行うとともに、総合病院では、災害発生時の断水に備えるため、地下水を上

水として活用できるような対策を実施した。改訂したマニュアルに基づき訓練を実施した。 

・ 総合病院における被ばく医療については、福島第一原発の事故を受けて、平成27年度に国が原子力災害

体制の見直しを行い、県が原子力災害拠点病院の指定へ向けて整備を進めている。総合病院は指定へ向

けて関係機関が主催する講習会等を受講するなど、施設要件を満たす取り組みを行っている。 

・ こころの医療センターは、地震や台風等による災害が発生し、被災した病院独自では患者の身体、生命

の安全確保が困難な場合、被災病院に対する人的支援を行うため、平成26年８月28日、宮城県立精神

医療センター、千葉県精神医療センター、大阪府立精神医療センター、岡山県精神医療センター、島根

県立こころの医療センター、山口県立こころの医療センター、計７病院と災害時における自治体精神科

病院の相互支援に関する協定を締結している。また、４月に発生した熊本での地震の際には、県立こど

も病院との混成チームを含む計２チームの「心のケアチーム」を現地に派遣し、精神科医療における支

援を行った。 

 

4 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

（１）簡素で効率的な組織づくり 

    理事会、運営会議、総務・経営担当課長会議を、8 月を除く毎月開催し、意思決定の迅速化に努めている。 

 

（２）効率的な業務運営の実現 

 

ア 機構全体 

・ 法人化による雇用の柔軟性・機動性を発揮して、人物重視の採用試験を実施し、平成28年度事務職員とし

て1名を採用した。 

・ 未収金の圧縮を図るため、医療費に係る相談体制の充実、未収金回収業務を弁護士法人に委託するなどし、

効率的な未収金対策を講じている。 

・ 薬品費や診療材料費については、同種同効品の絞込みや、安価な材料への切替え、価格交渉の更なる拡充

等の見直しを進め、経費節減・業務効率化に取り組んだ。 

・ 地方独立行政法人制度のメリットを活かして契約の複数病院一括化及び複数年契約化を進める一方で、契

約によっては分割して発注することによって競争性を高めるなど、柔軟に契約方法を変更することで経営

改善を推進した。 

・ 経費の節減のみならず、モニタリング制度（インセンティブ（契約期間の延長）の付与や業務内容が適切
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ではない場合の減額等が課せられている。）の適用などにより、業務の質の向上も図った。 

 

イ 総合病院 

・ 引き続き、医療秘書や病棟支援を行う看護助手の配置、看護師の離職防止対策などに取り組み、一般病棟

７対１看護の維持に努めている。また、看護提供方式変更を平成27年 11 月に行った。固定チームナーシ

ング開始後 1 年の評価をチェックリストとアンケートを用いて行った。モチベーションのアップやチーム

での新人教育、情報共有が出来ている。患者との信頼関係が構築でき質の高い医療提供に寄与しているな

どの意見が看護師より挙がっている。評価結果から問題点等を抽出し、ガイドラインの見直し、修正等を

看護提供方式委員会で検討していく。 

・ ＳＰＤの導入効果として、各部署の定数在庫の見直しを行い、不要在庫を５日分から３日分へ削減した。

更に、28年度は希望部署において週末定数を設けることにより、平日の不要在庫を２日分へ削減した。 

・ 期限切迫品を集約し、委員会等で使用促進を実施し減耗品の減少に効果が出ている。 

・ 新規採用品購入前の既存物品の使いきりにおいて、スムーズに行えるようになった。 

 

ウ こころの医療センター 

・  電子カルテの導入により、情報の共有によるチーム医療及び療育の推進、並びに業務の効率化・省力化を

進めている。 
 

 

エ こども病院 

・ 医事委託業者と共同で定期的に勉強会等を実施し、各診療科との連携を密にして確実に診療報酬請求を行

うなど、診療収益の増加に努めている。 

・ 診療材料の単価、品目、業者等の見直し、消耗品の節約、委託契約の業務内容の見直し、職員の時間外勤務

の適正化等により、経費削減を行っている。 

・ 毎月の管理会議において病院の経営状況を報告するなど、院内で経営に関する情報を共有することにより、

職員全体の経営意識の向上を図っている。 

 

（３）事務部門の専門性の向上 
    ・ 事務職員基礎研修、会計研修等を実施し、業務関連知識の向上を図った。 

    ・ 診療情報管理士資格の取得支援制度を設け、資格者の増員を図った。 

 ・ 業務の標準化を図るため、事務部門の業務マニュアル整備・活用に向けた取り組みを実施し、あわせて、

院内コミュニケーションシステム上に集約したマニュアルを公開し、情報の共有化を図った。 

 

（４）業務改善に不断に取り組む組織風土の醸成 

業務改善の推進として、機構の業務改善運動推進制度を設置しており、業務改善に積極的に取り組む組織

風土の醸成に努めた。 
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（参考）用語解説

用語（50音順） 解　　　　　説

ＡＣＴ
　ＡＣＴとは、Assertive Community Treatment(包括型地域生活支援プログラム）の
略で、重い精神障害を持つ人たちに対して、住み慣れた地域で支援する、集中型・包
括型ケースマネジメントプログラム。

ＣＣＵ

　ＣＣＵとは、Coronary Care Unitの略で、冠疾患集中治療室と呼ばれ、主に心筋梗
塞などの冠状動脈疾患の急性危機状態の患者を収容し、専門の医師・看護師により、
厳重な監視モニター下で持続的・集中的に管理・治療する部門。
　※こども病院では、ＣＣＵをCardiac（心臓病の）ＩＣＵと位置付けている。

ＤＭＡＴ
　ＤＭＡＴとは、Disaster Medical Assistant Teamの略で、災害の発生直後（48時間
以内）に被災現場へ駆けつけ、救出・救助部門と合同して活動できるトレーニングを
受け、機動性を持った災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ：ディーマット）。

ＤＰＣ

　ＤＰＣとは、Diagnosis Procedure Combinationの略で、診断群分類のこと。これに
基づく診断群分類包括評価（しんだんぐんぶんるいほうかつひょうか）により、日本
の急性期入院医療費の定額支払い制度が平成18年から（試行は平成15年から）運用さ
れている。（総合：H20.7導入、こども：H21.7導入）

ＥＳＣＯ

　ＥＳＣＯとは、Energy Service Companyの略で、1970年代アメリカで始まり、1990
年代後半に日本に導入された省エネ化を目指す事業で、省エネルギーに関わる一連の
業務を一括して請け負うことや、計画した省エネ効果が出なかった場合、省エネ相当
分を顧客に補償する義務を負うことなどが特徴。

ＨＣＵ

　ＨＣＵとは、High Care Unitの略で、集中治療室に準ずる機能を持つ高度な治療
室。看護配置数は集中治療室の1／2であるが、一般の病棟よりはるかに多いため両者
の中間に位置する病室。集中治療室から一般病棟への転室は落差が大き過ぎ、移行が
難しいため、一般病棟への移行を円滑に行うために設置される。手術後の患者や集中
治療を脱した重症患者の経過観察を受け持つことが多い。

ＩＣＵ
　ＩＣＵとは、Intensive Care Unitの略で、集中治療室と呼ばれ、内科系・外科系を
問わず呼吸、循環、代謝そのほかの重篤な急性機能不全の患者を収容し、強力かつ集
中的に治療看護を行う部門。

ｍ－ＥＣＴ

　ｍ－ＥＣＴとは、修正型電気けいれん療法で麻酔科医による全身麻酔の下、筋弛緩
剤の投与により体幹のけいれんを起こさせないもので、うつ病、躁うつ病、統合失調
症などの治療に用いられており、従来の有けいれん療法に比べ、安全で有効な治療法
とされている。

ＭＦＩＣＵ
　ＭＦＩＣＵとは、Maternal Fetal Intensive Care Unitの略で、重い妊娠中毒症、
前置胎盤、合併症妊娠、切迫早産や胎児異常など、ハイリスク出産の危険度が高い母
体・胎児に対応するための設備と医療スタッフを備えた集中治療室

ＭＳＷ
　ＭＳＷとは、Medical Social Workerの略で、疾病を有する患者が、病気になること
で生じる生活上の様々な困難に対して、自立した生活が送ることができるように、社
会福祉の立場から、患者の生活全体を支援していく専門家のこと。

ＮＩＣＵ
　ＮＩＣＵとは、Neonatal Intensive Care Unitの略で、未熟児をはじめとするハイ
リスク新生児は専門的な医療機関で集中治療・管理する必要があり、このような医療
を展開する場所全体を一般的に広義の新生児集中治療室と呼んでいる。

ＰＣＩ

　血管に刺入する管（カテーテルという）を用いて冠動脈疾患に様々な治療を行うこ
とを総称して（経皮的）冠動脈インターベンション (PCI) と呼ぶ。
　風船療法（カテーテルの先端の風船（バルーン）で狭窄した冠動脈を拡げる）や経
皮的冠動脈ステント留置術（拡げた冠動脈にステントという金属のコイルを内側に張
り付けて血管を支え再狭窄を防ぐ）やＤＣＡ（カッターで狭窄病変部位を削り取り拡
げる治療法）やローターブレーターというドリルのような先端を回転させて病変を削
り取るなどの治療法がある。

ＰＥＴ

　ＰＥＴとは、Positron Emission Tomography（ポジトロン・エミッション・トモグ
ラフィー）の略で、PET検査とは、陽電子（ポジトロン）を放出する放射性核種（ポジ
トロン核種）で標識した薬剤を静脈から注射して、細胞の活動状態を画像化する診断
技術である。
　がん等の診断、治療効果・治療後の経過観察に有用な最先端の検査法で、同様にが
んの早期発見にも有用である。
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用語（50音順） 解　　　　　説

ＰＩＣＵ
　ＰＩＣＵとは、Pediatric Intensive Care Unitの略で、小児集中治療室と呼ばれ、
専属の専門医が配置され独立病棟として24時間小児重症患者を受け入れている。

ＰＳＷ
　ＰＳＷとは、Psychiatric Social Workerの略で、精神保健福祉士と言い、社会福祉
学を学問的基盤として、精神障害者の抱える生活問題や社会的問題の解決のための援
助や、社会参加に向けての支援活動を通じて、患者を支援していく専門家のこと。

ＳＰＤ
　ＳＰＤとは、Supply Processing Distributionの略で、物品・物流の包括的管理業
務のことを指す。物品の発注、検収、入庫、払出、搬送、格納、出庫、在庫確認、棚
卸を一元管理すること。

ＴＡＶＩ
　ＴＡＶＩとは、Transcatheter Aortic Valve Implantationの略で、「経カテーテル
大動脈弁留置術」と訳されます。ＴＡＶＩは、胸を開かずに、心臓が動いている状態
で、カテーテルを用いて人工弁を患者の心臓に装着する治療法である。

葵カード

　連携安心カードともいい、病院から診療所に紹介する際に、病状悪化等で入院が必
要になった場合に、葵カードを提示すれば県立総合病院が必ず対応するので安心して
ください、という意味で患者に渡すカードのこと。静岡市では、医師会と各病院が、
病院の医師と診療所の医師の両方が役割分担して連携して患者を診る仕組みを運用し
ている。

医療観察制度

　心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人を対象として、国の責任
による手厚い専門的な医療と、退院後の継続的な医療を確保するための仕組み等に
よって、その円滑な社会復帰を促進することを目的とした制度であり、こころの医療
センターにおいては、平成21年3月24日付で指定入院医療機関指定書（東海北陸厚生局
長指定、第0004号）により指定入院医療機関として指定された。

医療秘書（医師事務
作業補助者）

　クラークとも言われ、病院勤務医の負担軽減を図るため、医師の事務作業を補助す
る職員のこと。
　医師の指示の下、診断書の文章作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上
に資する事務作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の
教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業等）並びに行政上の業務（救急医
療情報システムへの入力等）への対応を行う。

看護師修学資金制度

　当機構への就職を希望する看護学生に対して、資質の向上に資することを目的に修
学資金を貸与する制度のこと。なお、当機構に看護師として就職した期間に相当する
額の返還が免除される。
　また、既に静岡県外の病院等から貸与を受けている同種の修学資金に対して、借り
換えをするための資金（返還資金）を貸与するメニューも用意している。

緩和ケア
　主に治癒を目的とする治療ではなく、全人的なケアで、痛み、その他の症状コント
ロール、心理面、社会面、精神面のケアを行うもの。

キャンサーボード

 がんの症例について、手術・化学療法・放射線治療・緩和医療、画像診断、病理診断
等、院内のがん診療・診断に携わる医師をはじめ、看護師、薬剤師等関連する専門職
が、診療科や職種の垣根を越えて一堂に集まって、さらに連携する地域の医療者（医
師会の医師、看護師、薬剤師、訪問看護師、介護関係職等）にも参加してもらい、そ
れぞれの専門的な知識・技能を集約して、がん患者の症状・状態や治療法・治療方針
等の情報を共有して意見交換し、最適な治療方針を協議・決定する場のことを言う。

クリニカルパス

　クリニカルパスとは、ある病気の治療や検査に対して、標準化された患者様のスケ
ジュールを表にまとめたもので、１つの治療や検査ごとに１つずつ作られている。
　クリニカルパスには、病院用、患者様用と２つ準備されており、患者用クリニカル
パスには、｢入院診療計画書｣として、患者が入院してからの食事や処置、検査・治
療、そのための準備、退院後の説明等が日ごとに詳しく説明されている。
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用語（50音順） 解　　　　　説

クロザピン
　クロザピンは抗精神病薬で、H21.4月に製造承認され、7月より発売開始となった。
クロザピンの使用にあたっては、高い治療効果の反面、重篤な副作用（白血球の減
少）が報告されていることから、安全管理体制の整備が義務付けられている。

固定チームナーシン
グ

入院患者への看護は、24時間体制で求められている。しかし、看護師ひとりでは、対
応しきれないなめ、「看護提供方式」を活用して24時間の看護を提供している。
「固定チームナーシング」は、いくつかある看護提供方式の内のひとつの方式のこ
と。
1年間固定したチームメンバーで活動することを原則に、チームで患者の看護を行う方
式である。固定チームの受け持ち患者を分担して受け持ち、入院から退院まで24時間
チームメンバーにより看護が展開される。看護師メンバーが固定されることで、継続
的な看護が提供される。

コーディング

　疾病や手術、検査などをコード化する仕事。
　最近、病院では診療情報を活用するために、あるいはＤＰＣやがん登録などの国の
制度の義務付けにより、標準化されたコードへのコーディングとそのシステムへの登
録が必要となり、そのためコーディングする人の需要が、増えている。正しいコー
ディングのためには、コード体系の知識とともに医学知識やカルテを読み解く能力が
要求される。
　疾病のコーディング：膝の関節炎⇒M13.96（Mは骨・筋肉などを示す。13は関節炎を
示す。9は詳細不明を示す。6は膝を示す）

コメディカル
　薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師・歯科衛生士・理学療法士・作業療法士な
どの、医師・看護師以外の医療従事者の総称のこと。

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）

　特許権が消滅した医薬品について、特許権者ではなかった医薬品製造メーカーがそ
の特許権の内容を利用して製造した医薬品のこと。

紹介率・逆紹介率

・紹介率とは、初診患者のうち、他の医療機関から紹介状により紹介された患者の数
が占める割合のことである。
　　　紹介率＝（初診患者のうち紹介患者数）÷初診患者数×100

・逆紹介率とは、地域医療支援病院の全患者のうちから他の医療機関に紹介した者
で、診療情報提供料を算定したものの数（同一人に複数回又は複数紹介先算定の場合
あり）と、初診患者の総数との比較のことである。
　　　逆紹介率＝逆紹介患者数÷初診患者数×100

初期臨床研修医
後期臨床研修医

　免許取得の後に、臨床研修の名で上級医の指導の下に臨床経験を積む卒後教育が制
度化された。病院独自に「前期・後期研修医」の名称を使用することがあるが、研修
医（広義,1-5年目程度）= 研修医（狭義,=前期研修医,1-2年目） + 後期研修医（3-5
年目程度）としていることが一般的である。
　一般に「研修医」の語を使う場合、「前期研修医」を指す。後期研修医とほぼ同義
の語として、専修医、修練医、などがあるが、各々の病院独自のものである。

新専門医制度

　新専門医制度とは、平成29年度以降に専門研修を開始する医師を主な対象として開
始を予定していた制度で、今まで各学会が独自に定めた基準により認定をしていた専
門医資格を、中立的第三者機関である日本専門医機構が統一的に専門研修プログラム
の審査・承認を行い、承認を受けたプログラムに基づいて専門研修施設群がカリキュ
ラムの修了を判定。その判定をもとに日本専門医機構が専門医の認定を行うものとさ
れていたものである。
　ただし、医師の地域偏在への懸念が解消されなかったことから1年の延期が決定され
た。

心理教育・家族教室

　心理教育とは、精神障害やエイズなど受容しにくい問題を持つ人たちに、病気に関
する必要な基礎知識を提供するとともに、療養生活を営む自信と地域で暮らしていく
力量を身につけ、医療機関で提供される各種リハビリテーションプログラムや、地域
の援助プログラムを主体的に利用することを促すことによって、医療機関における治
療や援助から、精神障害者を日常的に支える地域リハビリテーションへの連続的な移
行を目指して行う支援法のこと。
患者の家族だけを対象に行う支援を家族教室と言う。
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用語（50音順） 解　　　　　説

心理・社会的治療

　精神科における薬物療法と電気けいれん療法以外の心理療法的プログラムの総称
で、多職種のチーム医療が原則である。
　デイケア、作業療法、認知行動療法、心理教育・家族教室、ＡＣＴなどの各種治療
法を含む。

診療情報管理士

　診療情報管理士とは、四病院団体協議会（日本病院会、全日本病院協会、日本医療
法人協会、日本精神科病院協会）および医療研修推進財団が資格付与する民間資格の
こと。
　主な業務内容として、診療録の物理的な管理や内容の精査を行う「物の管理」、診
療情報をコーディングするなどしてデータベースを構築する「情報の管理」、構築さ
れたデータベースから必要な情報を抽出・加工・分析する「情報の活用」がある。

ダ・ヴィンチ
　３Ｄ画像を確認しながら、離れた場所からロボットアームを操作して内視鏡下手術
を行うもので、皮膚切開を最小限にすることで、患者の負担をできるだけ抑えること
が可能（術中の出血量が少ない、術後の疼痛が少ない）。

地域医療支援病院

　1997年（平成9年）4月の医療法の第3次改正で制度化された医療機関の機能別区分の
ひとつ。
　目的としては、地域の病院、診療所などを後方支援するという形で医療機関の役割
分担と連携を目的に創設された。都道府県知事によって承認される。
（承認要件）
　・病院の規模は原則として病床数が200床以上の病院であること。
  ・紹介率及び逆紹介率が基準を満たしていること。
　・他の医療機関に対して高額な医療機器や病床を提供し共同利用すること。
　・地域の医療従事者の向上のための生涯教育等の研修を実施していること。
　・救急医療を提供する能力を有すること。

地域連携クリニカル
パス

　病院の医師と診療所の医師、疾患によってはリハビリ施設など地域の医療提供施設
が役割分担して連携して患者を診る仕組みの中で、疾患別に、以降の診療予定をスケ
ジュール表の形式で表わしたもの。患者は診療所にいつ受診し、病院にいつ受診し、
あるいはリハビリ施設にいつ受診し、どういう治療を受けるのかが分かり、医療施設
は患者の診療の進捗管理をし、施設間で情報を共有するために使われる。診療報酬点
数表上では、疾患が限られているが、「地域連携計画書」といい、計画管理料や退院
時指導料等が算定できる。

ドクターカー

平成20年4月25日に道路交通法施行令の一部が改正され緊急自動車の指定対象に追加さ
れた乗用車型のドクターカー（患者搬送のための特別な構造又は装置を有しない医師
派遣用自動車）。静岡市消防局の要請により「ドクターカー」に当院の救命救急セン
ターのスタッフが搭乗し、災害や事故の現場に急行したり、搬送途中の救急車とドッ
キングして治療を開始する。

認知行動療法

　認知行動療法とは、人間の気分や行動が認知のあり方（ものの考え方や受け取り
方）の影響を受けることから認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによっ
て精神疾患を治療することを目的とした精神療法であり、2010年から、一部保険点数
化がされた。

認定看護師

　認定看護師とは、日本看護協会及び日本精神科看護協会の認定看護師認定審査に合
格し、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することを認めら
れた者をいい、水準の高い看護実践を通して看護師に対する指導・相談活動を行う者
をいう。

ハイブリッド手術室

据置型血管撮影装置（アンギオ）を設置した手術室であり、カテーテル血管内治療と
外科的手術の双方に対応が可能。
・合併症などの緊急時の対応が可能。（カテーテル治療から外科的手術への移行）
・手術のみでは到達困難な部位に対する治療が可能。
・カテーテルのみでは治療できない緊急時の病変に対しても外科的手術を同時に行う
ことで対応が可能。
・鮮明な透視画像により治療精度が向上

レジデント
　初期臨床研修医はジュニアレジデント、初期レジデント、スーパーローテーターな
どと呼ばれ、それ以降に専門科での研修を行うものを単にレジデントと呼んだり、後
期研修医、後期レジデント、シニアレジデント、専攻医などと呼ばれている。
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